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京都市建築協定連絡協議会広報誌
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秋
の
研
修
会
を
平
成
28
年
11
月

5
H
（
土
）
に
開
催
し
、

12
運
営
委
員
会
か
ら
it25
名
の
方
々
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
度
は
、
午
訓
中
に
近
江
商
人
発
杵
の
地
で
も
あ
り
、

甲
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
て
い
る
、

束
近
汀
市
の

H
個
荘
金
堂
地
区
を
訪
間
し
た
後
冒
午
後
か

ら
は
城
下
町
の
伝
統
的
な
意
匝
を
継
承
し
た
ま
ち
並
み
が

続
く
、
彦
根
市
の
夢
京
橋
キ
ャ
ッ
ス
ル
ロ
ー
ド
を
見
学
し

ま
し
た

3

五
個
荘
金
堂
地
区
で
は
、
ま
ず
地
区
内
の
ま
ち
な
み
保

存
交
流
館
で
、
地
区
の
御
紹
介
や
組
織
の
構
成
・
業
務
等

を
御
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
ま
た
、
ビ
デ
オ
に
よ
る
地

区
の
御
紹
介
映
像
を
拝
見
し
ま
し
た

3

ま
ち
づ
く
り
の
収

組
や
組
織
の
仕
組
｀
行
政
の
立
場
か
ら
も
地
区
の
制
度
等

を
御
説
明
い
た
だ
き
‘
索
貼
ら
し
い
連
携
が
な
さ
れ
て
い

る
と
感
じ
ら
れ
ま
し
た
音
寛
交
換
会
の
後
は
、
観
光
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
方
に
地
区
の
ま
ち
並
み
と
、
近
汀

商
人
屈
敷
を
御
案
内
い
た
だ
き
、
地
区
の
成
り
立
ち
や
裏

話
な
ど
、
大
変
楽
し
い
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
ま
ち
並
み

目
窄
を
行
い
ま
し
た
。

夢
京
橋
キ
ャ
ッ
ス
ル
ロ
ー
ド
は
、
彦
根
城
築
城
と
と
も

に
城
卜
町
と
し
て
始
め
ら
れ
た
歴
史
あ
る
町
で
、
街
路
整

備
を
行
い
な
が
ら
、
ま
ち
づ
く
り
を
行
い
、
古
く
て
新
し

い
城
下
町
と
し
て
ま
ち
並
み
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

研
修
会
で
は
、
様
々
な
興
味
深
い
お
語
を
伺
う
こ
と
が

で
き
、
大
変

h
意
義
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
準
備
段
階
か
ら
研
修
会
開
催
叫

H
ま
で
、
金
堂
ま
ち

な
み
保
存
会
の
皆
様
及
び
束
近
汀
市
歴
史
文
化
振
興
課
の

皆
様
に
は
大
変
お
枇
話
に
な
り
ま
し
た
紙
面
を
お
借
り

し
て
‘
御
礼
中
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
)
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［ 五個荘金堂地区 ］ 
〈まちなみの成り立ちについて〉

滋賀県東近江市は、平成 17~18年に 1 市 6 町が合併して生まれ、

五個荘金堂地区はその一つです（旧五個荘町）。ほ場整備を受けたと

きに、昔の条里（古代条里制）を踏襲しました。平成7年4月1日に金

堂町並保存会が発足され、平成l0年l2月25日に国の重要伝統的

建造物群保存地区に選定されました。建物が198件、工作物がl0 

5件、環境物件（庭の樹木等）がl0件あります。江戸時代は近江国で

元禄時代からは大和郡山藩領でした。条里の上に村ができ、その後昭

和の戦前までに近江商人のまちなみが形成されました。

〈まちなみ保存会とは〉

まちなみ保存会はNPO法人格をとることで、交流館の管理を市から

受けて活動拠点としています。会員数は 145名、賛助会員数はll名、

企業会員数はl6名です。自治会を母体に市からも補助を受けて運営

しています。

組織構成は、理事長、顧問と4つの委員会（総務委員会、普及啓発委

員会、事業運営委員会、まちなみ景観委員会）から成ります。委員長会

議から理事会、その後、総会というような流れで行っています。まちな

み景観委員会は、市から委託を受けて、伝統的な建物・環境について

建築•修繕等をする際の相談業務や、月に 2 回の連絡業務を行ってい

ます。また、保存会では、保存交流館の運営、季節の催事、展示、錦鯉の

放流、子どもまち探検や運営資金に充当として、手作り作品などの販

売も行っています。

〈取り組みについて〉

まちなみ保存会の取り組みを始めてから、重伝建地区の保存と活用

についての住民の意識が向上されました。

しかしながら、若年者のふるさと離れ、空き家対策、また、その有効利

用と保存対策、魅力あるまちづくり、愛郷心をもつ行事の企画が今後

の保存会活動の課題です。

z~ 

lまちなみ景観委員会

⑮訊*t*.&-、, i) 
I住民 I

拿

一↓ 
- ~ 慢塑鰹

［重要案件］
I定例会（月2回）に＝＝亨汁伝建審議会（年2回） 1

［景観委員と歴史文化振興課で審蒼］

一 戸
戸~I

l現状変更行為の完3 I 
一

I保存の内容 I
(l)古代条里制および集落の町割りについて、可能な限りそ

の形状を保存する。

(2)伝統的建造物については屋敷構えも含めて保存を図る。

(3)街路・田畑から望見できる建造物の外観について、保存・

修景を図る。

(4)歴史的景観の特性を阻害するものについては、適切な修

景を施し、周囲の景観との調和を図る。

(5)歴史的環境を生かしながら、居住環境の向上を図る。

参照：東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区保存計画
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ま
ち
な
み
に
合
わ
せ
た
外
観
へ
の
変
更
は
多
大
な
金
額

が
か
か
る
と
思
い
ま
す
が
‘
補
助
金
は
ど
れ
く
ら
い
で
す
か
？

廿

建
物
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
工
事
費
の
8
割
、
最
大

で
5
0
0
万
円
で
す
。

Q

（
ま
ち
な
み
に
合
わ
せ
た
テ
ザ
イ
ン
に
す
る
と
い
う
）
考

え
方
を
説
得
す
る
の
は
大
変
だ
と
思
い
ま
す
。

U
紹
介
事
例
で
は
、
親
御
さ
ん
の
影
響
が
あ
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
当
初
は
自
費
で
建
て
る
予
定
で
し
た
が
、
補
助

金
が
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で
説
得
に
応
じ
て
く
れ
ま
し

l
j
 0
 

t
 伝

統
的
建
遮
物
に
指
定
す
る

こ
と
に
同
意
し
た
建
造
物
に
つ
い

て
は
、
保
存
・
修
理
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
使
用
に
長
け
な
い

場
合
は
新
築
も
あ
り
得
る
と
思
い

ま
す
。
そ
う
い
っ
た
処
理
は
ど
う

さ
れ
て
い
ま
す
か
？

U
空
き
家
に
つ
い
て
は
遠
方
の
所

有
者
を
訪
ね
る
等
、
利
活
用
の
方

策
を
探
っ
て
い
ま
す
が
、
頭
を
悩

ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま

す
。
古
い
建
物
に
住
み
た
い
と
い
う

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
所
有
者

と
話
を
し
て
い
ま
す
。
町
並
み
を

継
続
さ
せ
る
基
本
姿
勢
を
守
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
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新
築
の
際
、
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
の
建
物
や
パ
ネ
ル
エ
法

の
場
合
も
木
造
の
従
来
工
法
（
軸
組
工
法
）
を
取
り
入
れ

て
も
ら
う
と
い
う
括
で
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可

能
な
の
で
す
か
？

LJ紹
介
事
例
で
は
エ
法
を
変
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
別
の

案
件
で
は
、

2
x
4
を
そ
の
ま
ま
に
、
外
壁
の
表
面
に
ボ
ー

ド
を
張
っ
た
上
に
漆
喰
を
塗
り
、
付
け
柱
と
し
ま
し
た
。

ー

広
範
囲
な
地
域
で
、
住
民
が
理
想
や
運
用
・
ル
ー
ル
、
そ

れ
を
守
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
の
信
値
を
共
有
す
る
の
は

大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
意
思
統
一
や
そ
の
ブ
ラ
ッ

シ
ュ
ア
ッ
プ
は
、
運
営
委
員
会
で
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？

U
代
替
わ
り
に
よ
り
、
理
解
の
な
い
方
も
お
ら
れ
ま
す
し
、

全
員
が
同
じ
方
阿
を
阿
い
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
我

々
と
し
て
は
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
働
き
か
け
て
い
ま
す
。

子
ど
も
ま
ち
探
検
等
を
達
じ
ヱ
郷
土
の
愛
着
を
深
め
、
将
来

は
こ
の
ま
ち
に
帰
っ
て
き
て
も
ら
う
と
か
。
頭
の
痛
い
問
題
で

は
あ
り
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
大
き
な
問
題
に
は
な
っ
て
い

ま
せ
ん
。
最
近
は
太
陽
光
パ
ネ
ル
の
匡
が
よ
く
出
ま
す
。
こ
の

重
伝
建
地
区
内
で
は
太
陽
光
パ
ネ
ル
を
見
え
な
い
と
こ
ろ
で

も
新
し
く
設
四
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
ダ
メ
な
の

か
、
な
ん
と
か
な
ら
な
い
か
と
聞
か
れ
ま
す
が
、
こ
う
い
っ
た

括
を
理
解
し
て
も
ら
う
の
は
難
し
い
と
こ
ろ
ヱ
9
。

忠
都
市
建
築
協
定
連
絡
協
議
会

会
長

街
存
歩
い
て
み
よ
う

「
会

長
寸

言
」

調

子

益

夫
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研 修会層 ご感想
............................................................. ． ． ・・

文化として大変重要と考えられる伝建地区の保存維持に大

変な尽力をされている方々に接し、今回貴璽な体験をさせ

ていただき、方々に敬意を表するとともに感謝申し上げま

す。外部の者が訪れた時には、本当に素晴らしい財産だと

感ずるのですが、実際中に住人として居られる方々、また、

他所に住んで居られる地権者の方々と、どのように意識を

共有していくか、今後は益々大変なことと思います。これ

は私達の住んでいる建築協定地区と形や規模こそ異なって

も、全く同じ事であるとの思いを新たにしました。今後、

地域のまち並み、コミュニティを維持するための意識共有

の機会が大切だと思います。

西京区阪急桂南住宅地区大西功様

・.. .. ............................................................ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ． ．． : ．． 
五個荘金堂地区を見学し、古い町と建物を守る取組は、ま

ち並み景観を守る保存会と行政が結合し、素睛らしい取組

をされていました。この町に住みたいと私自身も思いまし

た。研修会に多く参加すれば、我が町の運営にも大いに役

立つと確信しました。未釆の建築協定も更新して頑張りた

い。

上 京 区 一 松 町 地 区 大 西 鉄也様

． ．・． ． ........................................................... ........................................................... . . .. ・. 
五個荘金堂地区のまち並み景観維持の取組には頭が下がり

ます。まち並み保存には、地域住民の理解と協力が欠かせず、

一方で、活動をリードする保存会の皆様と行政の継続力に

掛っています。いつもながら、研修会で生の活動現場を見

せていただくことは大変ありがたく、その都度勇気をもらっ

ています。私共、建築協定の取組も意気に感じて協力いた

だける地域の力と推進者の地道な活動の継続がなければ成

り立ちません。開発以釆 50年を迎えようとしている右京の

里は、まさに高齢化や世代交代の時期にあたり、 H32年の

2同目の更新時には、これらの課題を乗り越えなければな

りません。金堂地区の熱心な取組を力に、私共も焦らず息

長く地域の住環境の維持改善に取り組みたいと思います。

西京区大原野右京の里地区神山忠様

.............................................................. 
• • ． • ． 

五個荘金堂地区は、伝建地区の維持を行政とともに前向き

に保全されているのに敬意を払います。現在の生活と両立

させる努力をされているのが良くわかりました。住人に理

解される活動は参考にしていきたい。

夢京橋キャッスルロードは、新しく計画して作り上げて

いるが、どこの観光地にもあるような表現（ディスプレー等）

になっている。凡庸的なのは今後どのようになるのか心配。

西京区ガーデンハウス洛西境谷公園住宅地区

下埜彰夫様

． ．  ．．  ............................................................ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
・・ ． ． ．  

商人屋敷という、歴史的価値のあるまち並みの保全と、住

民の生活の向上の調和の方法を興味深く感じました。また、

保全の熱意を次の世代に引継ぐことの大切さと困難さを感

じました。若い住民の希望（太賜光発電装置等）との胴整、

小さな子供たちが参加できる行事を企画し、地元の問題の

解決に役立てばと思いました。

西京区桂坂くすのき東地区河合行朗様. ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ............................................................. ． ． ． ． ． 

． ． ・............................................................. 

近江商人発祥の地が伝建地区に選定され、また、 NPO法

人として保存会が設置されたこと自体、地域の方々の意識

の高さを知ることができる。保存会役員の方々の丁寧な説

明にも感謝です。実際に住まわれていた住居を見て、当時

の生活の様子を想像することができたのも興味深いもので

した。時代の移ろいを具体的に知ることができました。

西京区桂坂ひいらぎ北地区蓑島潔様
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今回、研修に初めて参加させてもらいました。五個荘金堂

町の重伝建造物保存への組織だった真摯な取組に感服しま

した。しかし「空き家対策」、「自分たちの思いの周知徹底」

の苦労など、同じ悩みを持っていることを知り、共感する

ところがありました。また機会があれば、他の地区から学

べることがあると思うので参加するつもりです。

伏見区桃山与五郎町地区秋庭将様. ． ． ． ............................................................ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••u••••••••+. 

．．．腿 叙 譴 o京都市建築協定連絡協議会

京都市自治記念式典における表彰

今年度も、去る 70月 75日に京都市自治記念式典が開催

され、市政の推進に貢献された方々が表彰されました。 （西京区）

京都市建築協定連絡協議会からは、長年にわたる建築協 O桂吐反にれのき北地区建築協定運営委員会

定に関するまちづくり活動による功績が認められ、右のー （西京区）

個人、三団体のみなさまが表彰を受けられました。これか 〇桂坂さくら第 1地区建築協定運営委員会
らもますますのこ活躍をお祈りしております。 （西京区） i ................................................................................................................................. 

H2l~27 年副会長矢木昭雄氏

O桂坂つばき地区建築協定運営委員会
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建築協定更新手続き体験談 西京区桂坂ひいらぎ中地区地区代表松尾俊介氏

［建築協定内容の見直しをしようと思った理由は？ ］

現行建築協定書には時代の変化のためか、設笛物と建築協定書内容の不一致が散見されました。例えば、カーポートの屋

根は現行建築協定の規格を超えた製品が多く、これが地域で酋及したことで、結果的に不適合だと思われましたが、周辺地

域と比較してこれらが景観を壊しているとは見えず、このような例は今回の改定を機会に建築協定不適合ではないように規

定を変更しなければ住民の利使性と建築協定遵守が両立できないのではないかと考えました。

［建築協定内容の見直し手順巳程は？ ）

地区の主な作業は建築協定書の成案と建築協定への合意書の配布・ 回収までで、認可申訥

後の約4か月間は京都市が行う日程のため、初めに限られた期間内での作業日程を決めました。

(l)謹築協定書内容見直し方針

上述したようにある程度の変更は必要だとの前提で話し合ったところ、あまり大きな変更は

行わず、現行建築協定に加筆と削除をする程度に方針を決めました。

(2) 会合の主旨• 目的

現行建築協定では不適合だと思われる事案を拾い上げ、それらを新建築協定で許容させるか、

あるいは新しい規定を作るかどうかを議案にすることにしました。

(3)奎否の日程

全 4回の会合での決着を予定しました。 5月と 6月に集中して会合を行い、最終案の確認は

7月に各戸に最終案を配布して内容確認していただきました。

(4)新しい建築協定書の成案作業

2回目の会合以降から話し合い結果を盛り込んだ更新案を旬回捉示し、その後京都市に記載表

現などの相談結果も反映した最終案を、 4回目の話し合いで納得が得られるようにしました。

［見直し作業での主な薦目点は？ ］

「土塀」など難解な表現方法見直しや、太陽光発電装酋など、今までに無かった規定を設け

るかどうか、また、民泊のように今後普及することが予想される建物の新しい用途の扱い方

を話し合いました。一方、建築物の材質と色は地域の景観維持のため現状を踏裟しました。

［今後更新を迎える地区や委員会へのこ参考として ］

建築協定書の改定作業は地区の建築協定委員会改選期をまたぐ可能性があるため、改選前

後で以下のように作業を分けることで余裕を持って会合や検討ができると思われます。

く主に委員会改選前の作業＞

アンケートにより住民の現行建築協定への不足や不満を調査、建築協定の内容変更限度など

について建築指導課と意見交換し、建築協定変更作業の体制や会合日程などの案を策定します。

く主に委員会改選後の作業＞

体制や会合日程の案を実行計画として初匝会合で承認した後、建築協定書の変更案を協議し、

成案まで進めます。その後、建築指導課に成案した建築協定書を提出し、必要な更改手続き

を行い、更改が終了したら該当の各戸に案内します。なお、建築指埒課とのやりとりが多く

あるため、早い段階で自治区の現行協定書の文書をワープロソフト用の電子データ版で入手

すると便利です。また、建築協定書の変更案検討には、前例となる他地区建築協定書の調査

が有効です。会合参加者人数確保のためには、委任状の配布はなるべく遅らせる方が良いと

思います。

step 1 

準備委員会の発足,...... 
勉強会、説明会の開催

（要望があれば市も出席）,...... 
総会やアンケート調査

で全体意見の把握

st e p2 

協定書素案の作成

（市との協議）,..... 
説明会の開催

（要望があれば市も出席）

st ep3 

協定書の作成...... 
合意書の回収...... 

申請書類の作成•提出

公告•縦覧 ※ 

(20日以上）
← ’ 

← ’ ,..... か
ら

公開による は

意見聴取 市

...... 摩
許可•公告

続

~ 
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の
鳥
居

―
一
ま
＿
ち
五
か
＿
探
一
呈
一

伝
綺
的
建
造
物
群
保
存
地
区
・
鳥
居
本

蕊
睾
幽
雙
廻
閥
幽
厠

京
都
巾
建
第
協
定
連
絡
協
議
会

服
部
真
貴
子

阪
急
嵐
山
駅
か
ら
、
目
的
地
「
鳥
居
本
」
へ
は
清
滝
行
き
の

バ
ス
に
乗
る
の
が
便
利
※
な
の
だ
が
、
直
中
の
嵐
山
を
散
策
し

な
が
ら
歩
く
こ
と
に
し
た
。

小
橋
を
渡
る
と
中
ノ
島
は
観
光
客
で
賑
わ
っ
て
い
る
。
十
二

月
の
初
旬
、
紅
葉
の
盛
り
は
済
ん
で
は
い
る
も
の
の
渡
月
橋
の

奥
の
山
々
は
黄
と
茶
褐
色
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で

晩
秋
か
ら
初
冬
へ
の
気
配
を
見
せ
て
さ
す
が
名
だ
た
る
絶
景
。

す
れ
違
う
外
国
語
に
自
慢
し
た
く
な
る
。
人
込
み
を
縫
い
つ
つ

渡
月
橋
を
渡
る
。
天
龍
寺
の
前
か
ら
京
都
バ
ス
に
乗
っ
た
。
丸

太
町
通
り
か
ら
、
北
に
行
き
清
滝
街
迫
に
入
ら
ず
に
大
覚
寺
へ

ま
わ
る
。
目
的
地
に
行
く
前
に
こ
の
名
刹
に
寄
る
の
も
い
い
か

も
し
れ
な
い
。
バ
ス
は
U
タ
ー
ン
し
て
、
清
滝
街
迫
に
入
る
。
間

も
な
く
鳥
居
本
。
バ
ス
を
降
り
、
高
雄
パ
ー
ク
ウ
エ
イ
の
入
り

口
を
過
ぎ
る
と
、
木
立
の
間
に
あ
る
石
段
を
降
り
る
。
そ
こ
は

石
畳
の
細
い
街
道
。
右
に
登
る

と
、
赤
い
「
一
の
鳥
居
」
愛
宕
山

の
頂
上
に
あ
る
愛
宕
神
社
へ

と
つ
づ
く
。
鳥
居
の
麓
に
鮎
の

宿
「
つ
た
や
」
と
鮎
司
「
平
野

屋
」
が
あ
る
。

間
口
の
広
い
店
先
に
は
赤

い
毛
蛙
の
床
几
が
眉
か
れ
て
い

る
。
こ
の
両
家
は
昔
か
ら
鮎

と
話
し
て
く
れ
た
。

日
は
燃
や
し
手
に
な
る
」

段
を
上
が
る
。

「
化
野
念
仏
」
。
昔
、
こ
の
辺
り
一
帯
に
葬
ら
れ
、
何
百
経

て
無
縁
仏
に
な
っ
た
墓
を
集
め
て
境
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
前
の
石

り
火
、
鳥
居
の
「
曼
荼
羅
山
」
の
裏
側
に
な
る
。
「
四
十
数
年
、

山
の
手
入
れ
を
し
て
、
そ
の
日
訴
く
な
る
と
薪
の
準
備
、
当

男
性
と
話
し
た
。
「
鳥
居
本
」
の
名
の
通
り
、
大
文
字
の
送

た
よ
う
な
風
情
を
楽
し
み

な
が
ら
歩
く
。
中
間
辺
り
に
来
る
と
、
店
は
閉
ま
っ
て
い
る

が
土
産
物
屋
が
あ
っ
た
。
店
に
続
い
た
住
居
か
ら
出
て
き
た

さ
ら
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し

宕
山
ま
で
動
い
て
い
た
。

先
ほ
ど
バ
ス
で
通
っ
た
迫
路

の
山
側
を
愛
宕
鉄
迫
が
愛

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

（町並み保存館）

お
だ
ん
こ
、

甘
酒
な
ど
を
た

の
み
一
服
で
き
る
。

「
伝
統
的
建
造
物
保
存
地

区
」
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。

江
戸
時
代
中
期
か
ら
明
治
、

大
正
に
か
け
て
愛
宕
神
社

詣
り
の
門
前
町
と
し
て
栄

え
た
。
上
地
区
は
農
家
風
の
茅
葺
屋
根
、
下
地
区
は
瓦
葺
の

民
家
の
建
物
が
な
ら
ぶ
。

「
一
の
鳥
居
」
か
ら
少
し
下
る
と
京
都
市
嵯
峨
鳥
居
本
町

並
み
保
存
館
が
あ
る
。
明
治
初
期
に
建
て
ら
れ
た
民
家
を
改

修
保
存
さ
れ
て
い
て
見
学
で
き
る
。

往
時
の
町
並
み
が
ジ
オ
ラ

マ
風
に
造
っ
て
展
示
さ
れ
て

し
て
い
た
と
い
う
。
抹
茶
と

を
生
き
た
ま
ま
京
の
町
に
卸

（平野屋）

こ
こ
に
ロ
ウ
ソ
ク
を
供
え
る
「
千
灯
供
養
」
は
地
蔵
盆
の
タ

刻
か
ら
お
こ
な
わ
れ
る
。
初
冬
の
冷
た
い
空
気
の
中
で
、
千
体

も
の
石
仏
が
立
ち
並
ん
で
い
る
様
は
寂
莫
と
し
て
い
る
。

境
内
を
一
順
し
て
、
元
の
通
り
に
も
ど
る
。
下
っ
て
行
く
。
大
き

『r
 

4
 

い
桐
灯
の
店
は
竹
細
工
や
、
和
の
小
物
を
売
る
「
井
和
井
」
懐

か
し
い
お
も
ち
ゃ
が
並
ん
で
い
て
、
筆
者
は
思
わ
ず
、
竹
ト
ン
ボ

と
駒
を
買
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
向
か
い
は
「
ま
ゆ
村
」
石
段
を

上
が
っ
て
行
く
と
、
繭
で
造
っ
た
人
形
や
モ
ー
ビ
ル
、
ア
ク
セ
サ

リ
ー
な
ど
、
オ
ー
ナ
ー
と
店
員
の
女
性
の
手
作
り
品
々
が
店

内
に
い
っ
ぱ
い
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
歩
い
て
い
る
と
、

保
存
地
区
は
六

0
0
メ
ー
ト
ル
だ
が
、
建
物
を
保
存
し
な
が
ら

暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち
の
努
力
を
思
い
や
る
こ
と
が
出
来
る
。

因
み
に
、
筆
者
は
一
月
に
愛
宕

山
に
登
っ
た
。
帰
路
正
面
を
下

る
と
、
五
合
目
過
ぎ
た
あ
た
り

に
清
滝
小
学
校
分
教
所
跡
、

茶
店
跡
の
立
札
が
あ
っ
た
。
愛

宕
詣
り
で
賑
わ
い
、
人
々
の
暮

ら
し
が
あ
っ
た
。
数
軒
あ
っ
た

茶
店
は
鳥
居
本
に
移
転
し
た

と
い
う
。

※
京
都
バ
ス
の
「
嵐
山
・
嵯

峨
野
フ
リ
ー
き
っ
ぷ
」
四

0
0

円
が
あ
る

（化野念仏寺の石仏）

◆ 
化野念仏寺 （井和井とまゆ村）


